
●
対
象
者
市
内
に
居
住
す
る
在
宅
の
人

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
人

◇
視
覚
、
下
肢
・
体
幹
、
内
部
機
能

の
い
ず
れ
か
の
障
が
い
で
身
体
障

害
者
手
帳
の
等
級
が
１
級
・
２
級

◇
下
肢
・
体
幹
、
平
衡
機
能
の
い
ず

れ
か
の
障
が
い
の
等
級
が
３
級
で
、

そ
の
他
の
障
が
い
が
重
複
し
、
身

体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１
級
・

２
級

◇
視
覚
、
下
肢
・
体
幹
、
内
部
機
能
、

平
衡
機
能
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い
が

重
複
し
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級

が
１
級
・
２
級

◇
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ

◇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等

級
が
１
級

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
医
療
機
関

に
入
院
し
て
い
る
人
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

●
受
付
開
始
日
　
３
月
25
日
㈪

●
交
付
枚
数
　
年
間
48
枚
を
限
度
（
１

枚
あ
た
り
５
０
０
円
分
の
利
用
券
）

※
じ
ん
臓
機
能
障
が
い
１
級
の
人
は
、

年
間
60
枚
を
限
度

●
必
要
な
も
の
　
◇
身
体
障
害
者
手
帳

◇
療
育
手
帳
◇
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

※
代
理
人
で
も
申
請
可

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
障
が
い
福
祉
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
5
2

（
５
7
3
）8
0
8
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福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し
ま
す

●
対
象
者
　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
県
内
に
住
ん
で
い
る

◇
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

◇
夜
間
の
人
工
透
析
治
療
（
治
療
開
始

時
間
が
午
後
５
時
以
降
）
の
回
数
が

１
カ
月
５
回
以
上

◇
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

･
自
宅
か
ら
医
療
機
関
ま
で
の
距
離

が
片
道
10
㎞
以
上

･
通
院
の
た
め
公
共
交
通
機
関
ま
た

は
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
を
１
カ
月
２

０
０
０
円
以
上
負
担

※
タ
ク
シ
ー
利
用
の
場
合
は
、
領
収
書
に

よ
る
証
明
が
必
要

※
所
得
制
限
あ
り

●
対
象
期
間
　
令
和
５
年
10
月
〜
令
和
６

年
３
月

●
給
付
金
　
月
額
２
０
０
０
円

●
必
要
な
も
の
　
①
申
請
書
②
通
院
証
明

書
③
債
権
者
登
録
申
出
書
④
住
民
票

謄
本
（
世
帯
全
員
の
分
）⑤
申
請
者

と
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
の
令
和
４

年
分
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の
（
令

和
５
年
度
市
県
民
税
課
税
証
明
書
な

ど
）⑥
通
帳
の
コ
ピ
ー

※
①
〜
③
は
申
請
先
で
配
布

※
③
⑥
は
初
め
て
申
請
す
る
人
の
み
提
出

●
申
請
期
限
　
４
月
１
日
㈪

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
障
が
い
福
祉
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
5
2

（
５
7
3
）8
0
8
3

　
次
の
場
合
、
市
で
交
付
す
る
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

◆
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

職
場
の
健
康
保
険
証
の
「
認
定
年
月
日

（
交
付
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）」
以
降

◆
他
市
町
村
へ
転
出
し
た
と
き

転
出
先
の
市
町
村
で
交
付
さ
れ
る
保
険

証
の
「
資
格
取
得
日
（
も
し
く
は
適
用

開
始
年
月
日
）」
以
降

資
格
喪
失
後
に
市
の
保
険
証
で
診
察
を

受
け
る
と
、
本
来
、
職
場
の
健
康
保
険
や
転

出
先
の
市
町
村
が
負
担
す
べ
き
医
療
給
付
分

（
医
療
費
の
７
〜
８
割
）
を
、
市
が
医
療
機

関
な
ど
へ
支
払
い
ま
す
。
市
が
支
払
っ
た
分

は
、
受
診
当
時
の
世
帯
主
が
、
大
野
城
市
に

返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
新
し
い
保
険
証
が
届
く
前
に
病
院
で
受

診
す
る
と
き
は
、
医
療
機
関
な
ど
に
相
談

●
３
月
29
日
㈮
　
午
後
５
時
ま
で

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎（
５
８
０
）１
８
９
２

◇
健
康
課
感
染
症
対
策
担
当
（
市
役
所

新
館
３
階
）

☎（
５
８
０
）１
８
９
１

●
４
月
１
日
㈪
か
ら

健
康
課
感
染
症
対
策
担
当
（
す
こ
や

か
交
流
プ
ラ
ザ
１
階
）

☎（
５
０
１
）２
２
２
２

４
月
１
日
㈪
か
ら

「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
」
に
関
す
る
窓
口
が

変
わ
り
ま
す

夜
間
に
人
工
透
析
で
通
院
し
て
い
る
人
へ

福
岡
県
腎
臓
疾
患
患
者

福
祉
給
付
金
（
後
期
分
）

緊
急
連
絡
カ
ー
ド
と
は

自
宅
で
倒
れ
、
救
急
搬
送
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
、
救
急
隊
員
が
迅
速
に

救
命
作
業
を
行
う
た
め
、
緊
急
連
絡
先

な
ど
を
記
載
し
た
カ
ー
ド
で
す
。

　
も
し
も
の
時
に
救
急
隊
員
が
す
ぐ
に

確
認
で
き
る
よ
う
、
カ
ー
ド
は
保
管
容

器
に
入
れ
、
冷
蔵
庫
で
保
管
し
ま
す
。

●
配
布
対
象
者

大
野
城
市
災
害
時
避

難
行
動
要
支
援
者
支
援
計
画
届
出

書
兼
情
報
提
供
同
意
書
（
高
齢
者

世
帯
な
ど
に
、
令
和
５
年
８
月
送

付
）
で
「
避
難
支
援
が
必
要
」
を

選
択
し
た
人

※
右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
で
も
、
緊

急
時
に
不
安
が
あ
り
備
え
た
い
人
に
は

配
布
し
て
い
ま
す
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
配
布
方
法
　
郵
送

●
配
布
開
示
　
３
月
下
旬
（
準
備
が
整

い
次
第
順
次
送
付
）

●
配
布
す
る
も
の

◇
緊
急
連
絡
先
な
ど
を
印
刷
し
た
緊

急
連
絡
カ
ー
ド
（
古
い
カ
ー
ド
は
、

新
し
い
カ
ー
ド
と
交
換
し
て
く
だ

さ
い
。）

◇
取
扱
説
明
書

※
初
め
て
緊
急
連
絡
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

人
に
は
、
次
の
も
の
も
配
布
し
ま
す
。

◇
緊
急
連
絡
カ
ー
ド
を
入
れ
る
保
管
容
器

　（
冷
蔵
庫
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。）

◇
冷
蔵
庫
に
貼
る
マ
グ
ネ
ッ
ト

◇
玄
関
の
内
側
に
貼
る
シ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
福
祉
政
策
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
5
1

　
　（
5
7
3
）8
0
8
3

緊
急
連
絡
カ
ー
ド
を
配
布

〜
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど
の
”も
し
も
“
に
備
え
て
〜

資
格
喪
失
後
に
国
保
の

保
険
証
を
使
わ
な
い
で

す
る
か
、
全
額
支
払
っ
た
後
で
新
し
い
健

康
保
険
に
医
療
給
付
分
を
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
６

①
第
１
期
大
野
城
市
地
域
福
祉
計
画

地
域
に
暮
ら
す
全
て
の
人
が
、
自
分
ら

し
く
す
こ
や
か
に
生
活
で
き
る
地
域
共
生

社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
の
計
画
で
す
。

②
第
７
期
大
野
城
市
障
が
い
福
祉
計
画
・

第
３
期
大
野
城
市
障
が
い
児
福
祉
計
画

　
障
が
い
の
あ
る
人
が
、
自
分
ら
し
く
、

心
豊
か
に
、
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
計
画
で
す
。

●
閲
覧
場
所
　
◇
市
役
所
１
階
福
祉
サ
ー

ビ
ス
課
◇
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
◇
行
政

資
料
室
（
市
役
所
新
館
３
階
）

●
問
い
合
わ
せ
先
　

①
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
福
祉
政
策
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
5
1

②
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
障
が
い
福
祉
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
5
2

（
５
7
3
）8
0
8
3

fukusi@
city.onojo.fukuoka.jp

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
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